
自然災害に対する保安と備え  

今回は、日本各地で発生している自然災害と危

険物施設について考えていきたいと思います。 

近年、自然災害は過去に例を見ない規模で発生し、

各地で大きな被害をもたらしています。 

皆様の危険物施設では、自然災害に対する保安・

備えは出来ていますでしょうか？ 

 

初めに、気仙地区の自然災害と聞くと頭に思い

浮かぶのが「地震津波災害」だと思います。この画

像は、東日本大震災により被害を受けた屋外タン

ク貯蔵所の画像です。屋外タンク貯蔵所おける津

波被害の軽減については、平成２７年９月に実施し

た防災講演会において、消防研究センター畑山様

を講師に招き、「東日本大震災における屋外タンク

の津波被害」を題材に講演会が行われ、被害の軽

減にはアンカーボルト固定や在庫量管理でなるべ

く空の状態にならないように管理することなどを

述べられました。しかしながら一様に対策を講じて

下さいと言っても、東日本大震災クラスの地震・津

波に対し、危険物施設の安全を図ることは容易で 
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はないと感じています。 

津波が来襲するまでに、まずは従業員の安全と、

危険物施設の安全を可能な限り図られるよう、下

記のような日頃からの備え、訓練が必要不可欠で

あると考えます。 

 

平常時からの事前の備えとして  

①ハザードマップを使用し被害の想定をすること。 

②被害が想定される場合は被害を軽減するための

措置や準備を行うこと。 

③営業停止や危険物の搬入などの変更に関する判

断基準や実施要項を策定すること、停電時のバッ

クアップの確保、従業員への防災教育訓練を実施

すること。 

以上の３項目について見直しや強化を図ることが

重要です。 

また、震災以降、停電時のバックアップとして全

国石油協会の補助事業などを活用した非常用発電

機の設置が増えています。例えば給油取扱所の場

合、コンクリート地盤面から60センチ以上離し、犬

走りや架台などを使用し、可燃性蒸気の滞留範囲

外で使用、または敷地外で使用できる場合は敷地

外で取り扱うよう訓練時にも徹底をお願いします。  

 

風水害に対する対策  

次に、風水害の危険性が高まってきた場合の

応急対策です。まずは情報収集、気象庁などの防

災情報・テレビやラジオ、スマートフォンの災害情

報に注意しながら従業員が安全に避難できる時

間を設けることが重要です。また、被害の拡散防

止のためにも、被害が出たら速やかに関係機関

へ通報することがあげられています。 

被害の軽減・防止対策として、浸水土砂対策、

強風対策があります。近年の風水害は過去に例

の無い規模で発生しています。事前に準備した

土のうや止水板などを使用し対策を図ることな

どが必要です。移動タンクの高台移動も想定して

下さい。 

強風対策では、飛来物や物の固定など、様々

な危険が潜んでいるので、施設の点検や対策を

講じて下さい。大きな被害を出さないよう、事前

の備え、教育・訓練、事前の対策をお願いします。

最後に・・・  

１０年前、東日本大震災により多くの被害を受

けた気仙管内の危険物施設もほぼ復旧し、会員

事業所の皆様のご尽力により大きな災害も発生

していないことに深く感謝申し上げます。本広報

誌は、岩手県危険物安全協会連合会共催事業と

して、近年発生しています自然災害への対策に

備えていただくため広報誌を作成送付させてい

ただきました。今一度事業所内にて危険物施設

の保安体制、災害への備え、従業員への防災教

育を行っていただきますようお願いいたします。 
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